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第四章  
 

 

高度経済成長の開始 

（1992 年〜2003 年） 
 

 

 

 

高度経済成長を達成した江沢民総書記（©百度） 
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1 急激な経済成長 

 

（1）社会主義市場経済の導入と高度経済成長の開始 

1992 年 10 月の中国共産党全国代表大会と翌 1993 年 3 月の全国人民代表大会で、鄧小

平に代わって最高指導者としての地位を確実なものとした江沢民中国共産党総書記は、改

革開放政策を継承し、「社会主義市場経済」の導入を決定した。 

南巡講話と社会主義市場経済の導入により、中国の経済は再び急激な経済発展を開始し

た。しかし経済が成長するにつれ、国民の貧富の格差や都市と地方農村の地域格差、汚職の

蔓延、そして環境破壊などが目立つようになってきた。この対応に力を振ったのが、江沢民

の後任の上海市共産党委書記として浦東新区の発展や外資導入と汚職の取り締まりに辣腕

を振っていた朱鎔基である。 

朱鎔基は 1991年に副首相に任命され、改革開放の推進と経済の高成長を持続させるとと

もに、経済の過熱を冷却し物価上昇の抑制を図ることを目指した。朱鎔基副首相は経済成

長を維持するために外資導入を奨励する一方、地方が乱発する不良債権の抑制・整理に着

手し、地方政府や国有企業に対して投資を控えさせた。さらに銀行改革にも乗り出し、中国

人民銀行の行長を自ら兼務し、乱発される債券の発行や無担保の銀行融資などを強く取り

締まって、「過熱経済」の軟着陸を図った。 

朱鎔基副首相の手腕もあり、インフレは沈静化するとともに、中国経済は高度成長を遂

げた。 

 

三大改革を実施した朱鎔基首相 ○ｃ百度 
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1997年 7月には香港、1999年 12月にはマカオの中国への返還も実現させ、列強の植民

地化によって長らく分裂してきた大陸を事実上初めて統一した。 

 

（2）三大改革とWTO加盟 

1998 年 3 月に首相に就任した朱鎔基は、国有企業改革・金融改革・政府機構改革を、

「2000年までに実現すべき三大改革」と位置づけた。朱鎔基首相は、経済の開放政策をさ

らに加速させることで外資を取り込み、また「外圧」を利用して改革を推進しようと考え

た。2001年に朱鎔基首相は、「国有企業改革の達成目標は基本的に実現し、金融改革の歩調

は速まっている」と改革の成果を強調した。ただし、国有企業改革で多くの失業者を出した

ことなどについては批判も多かった。一方の政府機構改革では、国務院の省庁再編を行う

とともに汚職に対して厳しく臨んだ。 

2001年 11月には中国のWTO（（世界貿易機関）への加盟が実現し、外資の導入と世界経

済のグローバリゼーション化の動きに適応した輸出の強化により、「世界の工場」と呼ばれ

る世界の製造業大国へと中国を変貌させる基礎を築いた。その結果、1990 年から 2004 年

にかけて、中国の GDPが平均約 10%近く伸び、世界最高の経済成長を記録した。 

 

 

2 科教興国戦略 

この時期は江沢民総書記の時代である。江沢民総書記は、科学技術を第一の生産力とし

四つの近代化を推進するという鄧小平路線を忠実に継承し、経済とともに科学技術を飛躍

的に発展させていった。 

 

（1）科学技術の流れ 

1992 年春節の鄧小平の南巡講話により改革開放路線の継続的推進が決定的となったこ

とを受けて、同年 8 月国務院は、科学技術を第一の生産力とし社会主義市場経済に適応し

た科学技術システムを確立するため、「人材移転、構造調整、科学技術体制改革のさらなる深

化に関する意見」を発表した。 

1993年 7月中国は、科学技術の進歩を促進し、科学技術の成果を実際の生産力に転化さ

せ、科学技術を経済と社会発展の基礎とすることを目的として「科学技術進歩法」を制定し

た。 

1994年中国科学院は、海外で活躍する優秀な中国人研究者に注目し、好条件で本国に呼

び戻し適切なポストを与える政策である「百人計画」を開始した。海外の中国人研究者の帰

国を促す政策を総称して海亀政策（（回帰政策）と呼ばれているが、この百人計画はそのさき

がけとなった。 
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1995年 5月、中国共産党中央と国務院は「科学技術の進歩の加速について」を決定し、中

国の近代化を実現するために科学技術の進歩を加速させなければならないとして、科教興

国戦略を提唱した。直後に開かれた全国科学技術大会で江沢民総書記が演説し、科教興国戦

略を再度強調した。 

1995年 11月、科教興国戦略の一つとして、「211工程」による大学の重点化政策が開始

された。211工程は、国家計画委員会、国家教育委員会、財政部が共同で決定したもので、

全国で百校の重点大学を選定し、これらの重点大学を集中的に整備するものである。1998

年 5 月、江沢民総書記が北京大学で演説し、大学への投資をさらに重点化し世界一流の大

学を構築する「985 工程」の実施を宣言した。また、1997年 3月に基礎研究の重点化プロ

ジェクトである「973 計画」を開始した。さらに 1999 年 5 月、「国家科学技術奨励条例」

を制定し、研究機関および研究者の研究開発に対するインセンティブを奨励することとし

た。 

改革開放以来 20年以上が経過し、中国の科学研究機関は大きな変化を遂げ経済的な貢献

は増加してきたが、科学研究機関の断片化、分散化、重複、過剰な人員配置、低効率、不完

全な市場指向メカニズムなどの問題が顕在化してきた。1998年 3月に首相に就任した朱鎔

基は、国有企業（・金融・政府機構に対する三大改革の一環として、科学技術に関する企業や

機構についても大胆な改革を実行していった。1999年 8月、中国共産党中央委員会と国務

院は、「イノベーションの強化、ハイテクの発展、産業化の実現に関する決定」を公表し、朱鎔基

首相の改革路線に沿って科学技術改革を進めることを強調するとともに、改革により配置

転換を余儀なくされた多くの科学技術人材の受け皿として、イノベーション強化とハイテ

ク企業振興を提唱した。 

さらに、この決定の少し前の 1999年 4月、国務院は「国家経済貿易委員会が管理する 10

の国家局所属の科学研究機関の管理体制の改革に関する意見」を発出し、国家経済貿易委員

会が管理する 10 の国家局に属する 242 か所の科学研究機関の民営化改革を先行的にスタ

ートさせた。2000年 4月、国務院は「科学研究機関の管理体制の改革の深化に関する実施意

見」を発出し、先行させた国家経済貿易委員会に科学研究機関の改革状況を踏まえ、他の部

局の民営化などの改革を進めることとし、国有資産、税収、従業員年金など様々な面からの

政策支援を決定した。 

2001年 5月、国家計画委員会（（現国家発展・改革委員会）と科学技術部は、「国民経済・

社会発展第 10次五か年計画科学技術教育発展特別計画」を公表した。この計画がカバーす

る期間は 2001年から 2005年までである。 

2001年 11月に、念願となっていたWTO（（世界貿易機関）への加盟が実現し、中国の民

間企業は他国の企業と対等に競争を進めていく必要が生じた。このため 2002年 6月、国務

院の国家経済貿易委員会、財政部、科学技術部、国家税務総局は「国家産業技術政策」を公

表して、科学技術などの面から民間企業の支援を進めた。その結果、中国の民間企業はさら

なる発展を遂げ、世界の工場と言われるまでになった。 
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（2）科学技術の特徴 

江沢民時代を彩るスローガンは科教興国戦略（（＝科学技術教育立国戦略）である。鄧小平

の改革開放政策を受けて経済が大きく発展し、科学技術もそれに合わせて大発展していっ

た。 

特徴の一つ目は、研究開発資金の大幅な拡充である。1992年春の南巡講話以降、改革開

放路線が再確認され外資導入が再開されると、沿岸部を中心に様々な製造業が発展し、中

国は世界の工場としての地位を確立していく。それにともない科学技術への投資が増加し、

1992年に 198億元（（4, 500億円）であったものが、2003年には 1,540億元（（2兆 1,600億

円）と約 8倍も増加している。ただ、図表 2の通り 2003年時点の米国の研究開発費は 2,940

億ドル（（34兆 1,000億円）、日本は 16兆 8,000億円であるので、これらの国々との差はま

だかなり開いていた。 

 

図表 2 中国、米国、日本の研究開発費比較 

国名 1992年の研究開発費 2003年の研究開発費 伸び率 

中国 198億元（4500億円） 1,540億元（2兆 1600億円） 7.78倍 

米国 1,660億ドル（21兆 30億円） 2,940億ドル（34兆 1,000億円） 1.77倍 

日本 13兆 9,000億円 16兆 8,000億円 1.21倍 

（出典）文部科学省 「科学技術要覧 令和 2年版」 

 

二つ目は、江沢民総書記がスローガンとした科教興国戦略である。科教興国とは、科学技

術と教育を経済社会発展の重要な手段と位置づけ、科学技術と教育の振興により国家を繁

栄に導くことである。とりわけ、中国の高等教育を世界的な水準にまで高めることを目的

として、高等教育の重点化政策に積極的に取り組んだ。この時期に始められた重点化政策

である 211工程と 985工程は、北京大学や清華大学などを世界レベルの大学に押し上げた

ことで成果があった。 

三つ目は、海外に滞在する研究者の帰国奨励である。文革終了後に鄧小平が主導した欧

米や日本への留学生の派遣政策により、多くの優れた研究者が外国に滞在して活躍してい

たが、これを中国国内に戻して活躍させる回帰政策（（海亀政策）が開始された。文革時代に

国内で研究者の育成が困難であったこともあり、国内の有力大学や中国科学院などの研究

機関でも、優れた研究指導者は少なかった。改革開放政策による経済の進展により国内の

大学や研究機関での施設・装置の充実や待遇の改善と相まって、欧米や日本で成果を挙げ

つつあった研究者を呼び戻す絶好のタイミングであった。中国科学院が開始した百人計画

は、その先駆をなすものであった。 

四つ目は、朱鎔基改革の科学技術への影響である。朱鎔基首相の三大改革において、国有

企業改革の一環で国有企業の傘下にあった研究機関の改編（・企業化が進められた。最初は、
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国家経済貿易委員会が管理する石炭局、機械局、冶金局、石油化学局など 10の国家局所属

の 242 の機関の改革が行われ、この成果を見つつ他の部局の研究機関でも改革が実施され

た。また WTO に加盟した中国の企業はグローバル化の荒波に直面するが、その際に共産

党と政府は技術創新（（イノベーション）を強化し、より高度な科学技術を駆使した産業への

転換を図る産業技術政策を展開していった。 

五つ目は、知的財産保護政策の強化である。中国は、1984年に工業所有権保護に関する

パリ条約加入以来、特許制度などを整備してきたが、欧米などから見ると知的財産保護は

十分でなかった。江沢民政権では、欧米や日本からの外資導入の拡大や WTO への加入が

重要なアジェンダとなったため、外国からの導入技術や研究者の知財権保護強化が進めら

れた。 

 

（3）科学技術の成果 

この時期は、21世紀に向けて中国の科学技術体制を整えた時代と考えられ、それほど華々

しい成果は見えなかった。その中で成果を挙げたのは、有人宇宙活動への足がかりである。

ソ連崩壊後にロシアと交渉し、ソユーズ宇宙船の技術導入を経て中国版の宇宙船「神舟」の

開発を進め、1999 年 11 月に神舟 1 号の無人での打ち上げに成功している。その後、神舟

2 号から 4 号までを、実験動物やダミー人形などでの実験打ち上げを繰り返し、周到に有

人での打ち上げを準備していった。 

 

1999年に打ち上げられた神舟 1号 ○ｃ百度 

 

また、中国版の GPSシステム「北斗」の構築も進められ、2000年に 2機、2003年に 1

機の航行測位衛星が打ち上げられて、実証実験が開始された。これは、米国、ロシアに続く

ものであった。 

文革前や文革中の中国は、科学技術面でほぼ鎖国状態にあり、欧米などの国際的な論文

誌に投稿することはまれであったが、この時代には投稿も徐々に増加し始めた。中国の科

学論文数は図表 3の通り、1992年で世界の 14位であり米国の約 20分の 1、日本の約 5分
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の 1であったが、2003年では世界 6位で米国の約 5分の 1、日本の約 6割にまで増加して

いる。 

図表 3 主要国の科学技術論文数の比較（単年、整数カウント法） 

国名 
1992年 2003年 

論文数 順位 論文数 順位 

中国 9,119 14 47,235 6 

米国 191,913 1 248,276 1 

日本 46,558 2 76,666 2 

（出典）文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング 2019」 

 

 

3 個別の政策や活動など 

（1）人材移転、構造調整、科学技術体制改革のさらなる深化に関する意見 

南巡講話により改革開放路線の推進が決定的となったことを受けて、1992年 8月、国家

科学技術委員会と国家経済体制改革委員会は科学技術政策を市場経済との関係を調整する

ため、「人材移転、構造調整、科学技術体制改革のさらなる深化に関する意見（关于分分流人

才、调整结构、进一步深化科技体制改革的若干意见」を共同で発表した。 

この意見は、改革開放政策が継続すると確定した現在が、科学技術体制の改革を深化さ

せる絶好の時期であるとして、人材の流動性を促進し、構造調整を行い、科学技術システム

改革をさらに強化することを目指したものである。科学技術の資源を合理的に配置し、科

学技術の潜在力を十分に発掘し、科学技術システムを最適化し、社会主義市場経済に適応

した体制を確立し、科学技術を第一の生産力にしようとするものである。 

具体策として以下が挙げられている。 

〇「経済建設は科学技術に依存しなければならず、科学技術の仕事は経済建設に向か

わなければならない」という基本方針を堅持し、科学技術の頂点に極めるという戦略

的要求にしたがって、歩調を速め、力を尽くし、科学技術システムの人材の流れと構

造調整を推し進めなければならない。 

〇基礎的な研究、ハイテク研究、重大なプロジェクトの活動に対し、十分な保証と持

続的で安定した支援を提供する。 

〇国の技術開発機構は多くの川が分かれて流れるように、科学技術企業、企業集団、

ハイテク産業などの創設と発展の道を歩むべきである。 

〇社会公益機構と科学技術サービス機構は、経済、社会、科学技術の発展の必要に立

脚し、組織ネットワーク化、機能社会化、サービス産業化の新興第三次産業として徐々

に構築されるべきである。 
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〇科学技術企業やハイテク産業を強力に発展させ、科学技術の成果と各種生産要素の

最適化の組み合わせを実現することにより、科学技術が経済の前面に出て経済成長を

推進するという新しい経験を積み重ねるべきである。 

〇知識を尊重し、人材を尊重し、広範な科学技術者の主体性、積極性、創造性を十分

に引き出し、発揮させるべきである。 

 

（2）科学技術進歩法 

中華人民共和国の「科学技術進歩法」科学技^迸步法」は、科学技術の進歩を促進し、科

学技術を第一の生産力としての役割を発揮させ、科学技術の成果を実際の生産力に転化さ

せ、科学技術を経済と社会発展の基礎とすることを制定された法律である。 

1993年 7月に全国人民代表大会常務委員会で了承され、1993年 10月 1日から施行され

た。 

この法律は、全体で十章、62条から成り立っている。章立ては次の通りである。 

第一章 総則 

第二章 科学技術と経済建設および社会発展 

第三章 ハイテク研究とハイテク産業 

第四章 基礎研究と応用基礎研究 

第五章 研究開発機関 

第六章 科学技術人材 

第七章 政府の保証 

第八章 科学技術奨励 

第九章 法的責任 

第十章 付則 

鄧小平が主導し江沢民が受け継いだ改革開放政策は、第一章の総則において、科学技術

が第一の生産力であること、経済建設と社会発展が科学技術に依拠すること等の規定で担

保されている。また、科学技術研究の自由を保証し、科学技術を世界の先進水準に到達させ

るとの目標も明確にしている。 

本法は、文革終了以来の改革開放政策をさらに発展させるための様々な政策の根拠を与

えることになった。具体的には、海外人材の帰国政策（（海亀政策）、ハイテク・新技術産業

開発区の設置、科学技術奨励、研究開発機関の所長責任制の導入などである。 

本法は、その後胡錦濤政権の 2007年 12月に大幅な改訂が行われた。 

 

（3）百人計画 

前記の科学技術進歩法の第六章第 43条に、国は外国に就労していた科学技術人材が帰国

して近代化建設に参加し奉仕することを奨励する旨の規定が設けられた。この規定を念頭
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に中国科学院は、新たな世紀にわたり活躍する中堅人材やリーダーを育成するため、1994

年に「百人計画・百人计划」を開始した。 

当時、中国科学院の研究者の平均年齢は 55歳に達していたが、文革の後遺症があって一

流の研究リーダー、国際知名度のある若手研究者などは、ほとんどいなかった。一方、1980

年代初め頃から海外に出ていた中国の留学生たちは、現地で学位を取得し、研究業績を積

んでいた。このような背景を受けて、海外のハイレベル若手研究者を呼び戻し世代交代を

目指したのが百人計画である。百人計画は中国最初の海外人材招致政策である。 

当初の目標は、20 世紀末までの約 5 年間で百名前後の海外ハイレベル人材を呼び戻し、

中国科学院の各研究所にプロジェクトリーダーとして就任させることであった。このため、

百人計画という名前が付けられた。百人計画の採択者には、一人あたり約 200万元（（約 3,000

万円）という海外と比べても劣らない研究スタートアップ資金を用意した。海外の多くの

中国人研究者は、国の発展のため奉仕したいという真摯な気持ちから、この百人計画を歓

迎した。その結果、199?年までの 4 年間で予想を上回る約 800 人の申請者が集まり、146

人の若手研究者が百人計画の採択者となった。1998年からは、中央政府も資金出資を行う

こととなり、百人計画は中国科学院だけでなく大学を含めた中国全体の人材招致政策とな

った。規模が拡大した百人計画は、人材招致政策の優れたモデルとなり、海外人材呼び戻し

ブームの起点となった。また、国内人材の招致もあわせて行われるようになった。 

百人計画には、次の 3つの大きな特徴がある。 

〇申請と審査プロセスおよびその結果は全て公表され、透明性、公平性が高かった。 

〇百人計画の審査と評価が単に論文、特許の数だけではなく、研究の内容、質と将来

性を含む総合評価により採択された。 

〇個人だけではなく研究チームごとの招致が重視され、その結果中国科学院の 30 以

上の研究チームが百人計画によって招致された。 

百人計画は、2016年までに約 2,500名のトップレベル研究者の招致に成功し、当初の百

人の予定を大幅に超えた。採択者の平均年齢（（採択時）は 37歳で、約 9割は海外帰国者で

あり、当時の中国科学院の高齢化問題の解消という目標も達成できた。また現在、100以上

ある中国科学院の傘下の研究所のトップは、ほとんど百人計画による研究者となっている。 

 

（4）科学技術の進歩の加速について 

1995年 5月、中国共産党中央と国務院は「科学技術の進歩の加速について（关于分加速科

学技术进步」を決定し、科学技術は第一の生産力で経済と社会発展の最も重要な推進力で

あり、我が国の近代化建設を実現するためには科学技術を発展させ、科学技術の進歩を加

速させなければならないとして、科学教育興国の戦略を提唱した。 

この決定の基本的な考え方は次の通りである。 

現在、世界における科学技術の急激な発展は生産活動や生活様式を大きく変化させてお

り、科学技術の実力は国力と国際的地位を決定する重要な要素である。改革開放以来、我が
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国は社会主義市場経済体制の中で科学技術の改革を推し進め、経済と社会の発展を支え、

国際済競争に参画し得る実力を備え、科学技術の進歩を加速するための基礎を打ち立てた。 

しかし我が国では、科学技術と経済の結合を阻害する要素が依然として多く存在してい

る。これを打破し、我が国の国民経済を持続的、迅速かつ健全に発展させるには、科学技術

を進歩させて第一の生産力とし、科学技術の成果を生産力へ転化させ、経済建設を確実に

進めなければならない。そこで中国共産党中央と国務院は、科教興国（（科学と教育により国

を興す）戦略を実施することを決定した。科教興国とは、科学技術と教育を経済社会発展の

重要な手段と位置づけ、国家の科学技術力を生産力に転化させ、全国民の科学技術素質を

向上させ、国家の繁栄に導くことである。 

科教興国戦略の実施に当たっては、次の原則を踏まえる必要があるとしている。 

〇戦略目標、政策、体制、計画において、科学技術と経済を有機的に結合させる。 

〇科学技術体制の改革を深める。 

〇自主的な研究開発と海外の先進技術の導入をバランスよく進める。 

〇技術開発と成果普及、応用研究と基礎研究を合理的に展開する。 

〇世界の科学技術の動向と我が国の国情を勘案し、科学技術の目標を作成し、重点を

強調し、大胆に実施する。 

〇知識を尊重し、人材を尊重し、人材を輩出する社会環境を創造する。 

〇研究開発と科学技術普及活動を結合し、科学技術と教育を結合する。 

そして、具体的な対応として以下のものを実施するとしている。 

〇農業・農村科学技術の推進 

〇工業科学技術の推進 

〇ハイテク開発とハイテク産業の育成 

〇社会発展にかかわる科学技術の推進 

〇基礎的な研究の強化 

〇科学技術体制の改革の深化 

〇科学技術人材の育成と科学技術文化の醸成 

〇科学技術資金投入の多面的な拡大 

〇国際科学技術協力と交流の展開 

〇共産党と政府の指導の強化。 

 

（5）江沢民総書記の演説 

1995年 5月、中国共産党中央、国務院は北京で全国科学技術大会を開催し、その大会の

開会式で江沢民総書記は、概略以下のような演説を行った。 

1978年、中国共産党中央は全国科学大会を開催し、鄧小平同志はその大会で科学技術は

生産力、知識人は労働者階級の一部、四つの近代化の鍵は科学技術の近代化であるとする

演説を行った。1985年、共産党中央は科学技術体制の改革に関する決定を発表し、科学技
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術体制の全面的な改革を始めた。十数年の改革の実践と発展の成功を経て、我が国の科学

技術は歴史的な変化を遂げ、科学技術の実力とレベルは著しく高まり、経済社会の発展に

貢献した。最近、共産党中央と国務院は「科学技術の進歩の加速について（（前記参照）」を

決定した。 

今回の大会を開催する主な目的は、全国民を動員し、科学技術を第一の生産力とする鄧

小平同志の思想を確認し、これまでの共産党中央の決定を尊重し、全国で科教興国戦略を

実施することである。この科教興国戦略により、科学技術により生産力をさらに発展させ

て経済建設を積極的に促進し、科学技術の進歩と労働者の質を向上させるつもりである。 

 

（6）211工程 

211 工程は、「21」世紀へ向けて中国全土に「1」百余りの重点大学を構築することから

名付けられ、国家発展改革委員会、教育部、財政部が共同で行ったプロジェクトである。 

211工程は、1995年決定の「科学技術の進歩の加速について」で提案された科教興国戦

略により正式に開始されたが、その構想と準備はそれより前に進められていた。1990年代

の中国の高等教育は、グローバル化と知識経済化の進展を背景に、世界一流レベルの大学

の構築を目指した重点大学の整備目標が模索された。1993年 2月、中国共産党中央と国務

院は、「中国教育改革発展綱要（关中国教育改革和发展纲要」を公布し、中央と地方の力を結

集して約百校の重点大学と重点学科および専攻を優先的に整備しなければならないと指摘

した。 

この基本方針に基づき、国家教育委員会（（現教育部）は 1993年 7月に「高等教育機関お

よび重点学科の整備に関する若干の意見」を策定し、さらに科教興国戦略を受けて 1995年

に国務院は「211工程建設全体計画（关211工程总体建设规划」を承認し、211工程が正式に

始動した。 

211工程の目標は次の 3点である。 

○21 世紀に向けて百の大学と一部の重点学科において、教育の質、科学研究、大学

の管理・運営効率を大幅に向上させる。 

〇これらの大学において優秀な人材を育成し、経済社会の発展に貢献する。 

〇特定の大学の整備を重点的に進め、世界の教育、科学研究、人材育成の水準に接近

させ、国際的に高い名声と地位を確立する。 

第 9 次五か年計画期間（1996 年〜2000 年）中、211 工程は 99 の大学で実施され、602

の重点学科が設置されるとともに、全国高等教育公共サービス体制整備の拠点（中国教育

とリサーチネットワーク、高等教育文献検索保障システムなどの建設を含む）が設置され

た。 

さらに後述する第 10次五か年計画期間（（2001年〜2005年）中、107の大学で実施され、

821 の重点学科と全国高等教育公共サービス体制整備の拠点が設置された。211 工程に必
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要な建設資金は、中央政府、関連当局、地方政府および大学により共同で協力して調達され

た。 

2008 年の国務院常務会議における「211工程建設の業績報告」によると、211 工程が実

施されて以来、中国の大学での人材育成の質と革新が向上した。また、大学の学科に顕著な

成果が表れ、一部の学科が世界の先進的なレベルに近づいた。このように 211 工程は中国

の高等教育全体の実力を著しく高めた。 

2011年時点では、211工程に選定された大学は 112校であった。1995年から 2005年に

かけて、211 工程に投入された資金の総額は 368 億 2,600 万元で、そのうち中央政府の財

政支出分は 78億 4,200万元であった。 

 

（7）985工程 

1998 年 5 月、北京大学創立百周年記念式典に出席した江沢民総書記は、「近代化を実現

するために、中国は世界の先進レベルの一流大学を持つべきである」と提言し、「一流大学

とは素質が高いイノベーション型の知識人材を育成する機関でなければならず、将来を見

据えて客観的な真理を追求し、社会の諸問題を解決するための科学的根拠を提供する役割

が求められる。また、一流大学は知識イノベーションや科学技術を実際の生産活動に応用

するための重要な手段として活用される必要があるとともに、中国の優秀かつ特色ある文

化を世界の先進文明と交流させるための架け橋となるべきである」と指摘した。 

1999年、国務院は教育部が策定した「21世紀に向けた教育振興行動計画」を承認し、「国

家の予算を集中的に投入して各領域の積極性を発揮させ、重点学科に取り掛かって予算の

投入を拡大するべきである。若干の大学やすでに世界先進レベルに近づいた条件を備えて

いる学科を優先的かつ重点的に整備することになり、一部の大学と重点学科は世界一流レ

ベルに達するようになる」と示した。これによって「985工程」が始動した。なお、985と

は、江沢民総書記が北京大学で演説した日時 98年 5月にちなむ名称である。 

985工程では、北京大学、清華大学、中国科学技術大学、復旦大学、上海交通大学、南京

大学、西安交通大学、浙江大学、ハルビン工業大学など 34校が、第 1期の支援対象として

指定された。その大部分は、前記の 211 工程で国家の支援を受けてハイレベル大学への取

り組みを実践・経験した重点大学であった。 

2004年、教育部と財政部は共同で「985工程の継続推進に関する意見」を公布した。こ

れにより 985 工程の第 2期が始動した。第 1 期の成果を基盤とし着実な先進を積み重ね、

さらに努力を継続して複数の世界一流大学の構築を目指すことを第 2 期の目標とした。条

件の整う機関、地方政府および企業が共同で資金を調達して 985 工程を構築するよう奨励

した。2006年までに 985工程指定大学は第 1期と第 2期を合わせ 39校となった。 

1998 年から 2004 年にかけて、985 工程に投入された資金の総額は 681 億元で、そのう

ち中央政府は 329 億元を支出した。211 工程に比べ、985 工程の指定校はより限られてお

り、より多くの資金が投入された。 
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985工程に指定された大学は、元々中国のトップレベル大学であり、これらの大学が毎年

授与した博士学位数は全国の半数を超えている。また、後述の競争的資金である「973 計

画」の 4割や、国家自然科学基金委員会（（NSFC）の重点研究計画の 5割近くがこれら 985

工程の大学に配分されている。さらに、50%近くの国家重点実験室が 985 工程大学に設置

されている。 

科学研究のアウトプットでも進攝が示されており、2001年に ESIデーターベースに選ば

れた 985工程大学の学科は 40個であったが、2008年には 140学科が ESIデーターベース

に選ばれた。引用回数の比較でも、10大学の 26学科が世界大学トップ 100に入った。 

 

（8）973計画 

改革開放以降中国では、科学技術振興への競争的資金プロジェクトとして、国家科学技

術難関突破計画、星火計画、863計画などが相次いで開始された（（第三章参照）。「国家重点

基礎研究発展計画」もその流れにある一つであり、科教興国戦略で基礎研究の重点プロジ

ェクトに資金援助することにより、世界の最前線に追いつき、基礎研究の成果を転化して

産業やイノベーションの発展を強化しようとするものである。朱鎔基首相により 1997年 3

月に実施が決定されたことから、「973 計画关973计划」と呼ばれる。国務院の科学技術部

の所管である。 

国家自然科学基金委員会（（NSFC）によって行われている基礎研究を支援するプログラム

は、研究者からのボトムアップ的発想から生まれる基礎研究を支援するのに対し、973計画

は国家の戦略的ニーズを満たすため予め国が具体的な分野や達成目標を決定し、それに対

して研究者が応募する形を取る。973計画の各プロジェクトは、2年間の研究開発後、中間

評価を経て、さらに 3年間研究開発を続ける。 

973計画の戦略的重点領域としては、農業、エネルギー、情報、資源と環境、人口問題と

ヘルスケア、材料などの分野の重要なテーマに及ぶ。国の経済と社会の発展に重要な影響

を及ぼすこれらの関連分野における先端技術の研究を奨励し、持続可能な社会・経済的発

展のための強固な科学技術の基盤を築く。 

「第 10次科学技術五か年計画」期間中、973計画ではイノベーション能力を向上させる

という基本的な方針の下で、以下の 3つの任務を遂行するとしている。 

〇国家の社会的、経済的発展に資する研究を支援する。農業、エネルギー、ICT、資

源と環境、ヘルスケア、材料などの分野における基礎研究を強化する。 

〇基礎研究のためのハイレベル人材やイノベーション能力を持つ要員を育成する。 

〇短期間で迅速な結果を追求することを避け、科学的な評価制度および管理システム

を確立する。 

973 計画により 10 年間で 18,000 人の研究者が支援を受け、その中から中国科学院・工

程院両院の院士は 502名、国家傑出青年科学基金獲得者 637人、中国科学院百人計画当選

者 140人、教育部“長江学者奨励計画”特別招聘教授 242人が出ている。 
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なおこの 973計画は、2016年に研究開発資金改革の一環で、863計画、国家科学技術支

援計画、国際科学技術協力（・交流特別プロジェクトなどと統合され、国家重点研究開発計画

となった。 

 

（9）国家科学技術奨励条例 

1999年 5月に、国務院は科学技術の進歩活動に貢献した科学技術者や組織を顕彰するた

め、「国家科学技術奨励条例（关国家科学技术奖励条例」を施行した。本条例は、1993年 6月

に国務院が公表した「中華人民共和国自然科学奨励条例」および「中華人民共和国科学技術

進歩奨励条例」が元になっている。この条例は、2003年 12月と 2013年 7月に改正されて

いる。 

この条例の基本的な考え方は、科教興国戦略に沿って知識を尊重し人材を尊重すること

にある。この条例では、現在次の 5つの国家科学技術賞が定められている。 

〇国家最高科学技術賞 

〇国家自然科学賞 

〇国家技術発明賞 

〇国家科学技術進歩賞 

〇中華人民共和国国際科学技術合作賞 

これらの国家科学技術賞は、科学技術における国家の最高賞であり、科学技術の進歩活

動において突出した貢献をした公民や組織のために設立されたものである。受賞した科学

技術者や組織は非常に名誉と栄誉に浴する。とりわけ最初の国家最高科学技術賞は、毎年 2

名の最高レベルの科学者に授与されるもので、日本の学術関係の文化勲章に相当する。こ

れまでの受賞者では、ハイブリッド稲の発明者でウルフ賞受賞者である袁隆平氏や、マラ

リアの薬剤の発見者でノーベル生理学・医学賞受賞者の屠^^氏が有名である。 

 

（10）イノベーションの強化、ハイテクの発展、産業化の実現に関する決定 

1999年 8月、中国共産党中央と国務院は「イノベーションの強化、ハイテクの発展、産

業化の実現に関する決定」夫分加®技^倒新、友展高科技、安現^'Ik 化的決定」を発表し、

朱鎔基首相の改革路線に沿って中国の公的科研機関の企業化を推し進めることを強調する

とともに、改革により配置転換を余儀なくされた多くの科学技術人材の受け皿として、イ

ノベーション強化とハイテク企業振興を提唱した。 

この決定では、概略以下の前文が付されている。 

今日の世界では、科学技術が日進月歩であり、情報技術、バイオテクノロジーをはじ

めとするハイテク産業が急速に発展している。激烈な総合国力の競争の中で、イノベ

ーションを加速し、ハイテクを開発し、そのハイテクにより商品化や産業化を進める

ことが、国家と経済を守る命脈となっている。新中国の成立から 50 年、科学技術は

著しい進展を遂げ、社会主義近代化建設に顕著な貢献をしてきたが、科学技術の生産



 

15 

 

力に転化する能力やハイテク産業が依然として弱く、我が国の経済発展を制約する大

きな障害となっている。そこで、科学技術の成果を転化させるメカニズムを抜本的に

改革し、イノベーションを強化し、ハイテクを発展させ、産業化を実現することによ

り、我が国の経済と国力をさらに高め飛躍的な発展を実現させる必要がある。 

そして、具体的な方策は次の通りとなっている。 

〇鄧小平同志の「科学技術は第一の生産力」との考え方に沿って、経済、科学技術、

教育の改革を深化させる。 

〇政府は、国全体のイノベーション、ハイテク開発、ハイテク成果の産業化の方向と

重点を示す。具体的には、ICT、バイオ、新材料、エネルギー、宇宙航空、海洋等の

分野で、知的財産権を有し競争力のあるハイテク企業を数多く形成する。 

〇企業のイノベーション能力を高め、イノベーションの主体になることを促進する。

企業と大学、科学研究機関の連携を強化する。企業の科学技術投資を増加させる。 

〇国の応用型研究機関と設計機関を企業に転換し、科学技術型企業として発展させる。

その際、すでに企業に転換している国家経済貿易委員会所属の研究機関の経験を活用

する。 

〇国家ハイテク産業開発区の建設を促進する。 

〇多様な形で民間科学技術企業の発展をサポートする。 

〇科学技術と応用や生産と消費の間における仲介機構を発展させる。 

〇財税支援、金融支援、人材管理制度改革、成果の転化奨励を実施する。 

〇科学技術の成果の評価と科学技術の奨励を進める。 

〇知的財産権の管理と保護を強化する。 

 

（11）国家経済貿易委員会が管理する 10の国家局所属の科学研究機関の管理体

制の改革に関する意見 

1999年 4月、国務院の科学技術部、国家経済貿易委員会などは「国家経済貿易委員会が

管理する 10の国家局所属の科学研究機関の管理体制の改革に関する意見（关于分国家经贸委

管理的 10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见」を公表した。この意見は、国家

経済貿易委員会が管理する内務貿易局、石炭局、機械局、冶金局、石油化学局、軽工局、紡

績局、建材局、たばこ局、非鉄金属局の 10 の国家局に属する 242 の科学研究機関につい

て、その全部または一部を科学技術型企業や技術サービス・仲介企業に転換することによ

り、研究開発の経済市場への役割を強化し科学研究機関の自己開発力を高めようとするも

のである。 

このような意見が出された背景は、新中国建国後に導入された計画経済によって、公的

研究機関に「親方日の丸」的な（（鉄飯椀）体質が生まれ、研究開発の実施において非効率と

なっていた状況がある。このような状況は改革開放後も変わることはなく、公的な研究機

関の評価は国内では低かった。そのため、応用型の研究機関を科学技術型企業や技術サー
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ビス・仲介企業に転換する変革が進められたものである。この意見の対象となっているの

は国家経済貿易委員会所管の 10 の国家機関に所属していた 242 の科学技術研究機関であ

るが、これはモデル事業であり、その後も同様に他の国家機関に属する科学技術研究機関

の企業化が進められた。 

この意見に盛り込まれている内容は、概略以下の通りである。 

○242の機関は、その全部または一部を科学技術型企業、技術サービス（・仲介企業へ

転換する。 

〇転換後の科学技術型企業は、社会主義市場経済のメカニズムに従い、経営自主権を

有する。 

〇技術認証、検査、学位授与権などを国家から授権されていた科学研究機関は、企業

への転換後も引き続き任務を引き受け、国家財政より必要な経費の支援を受ける。す

でに承認された研究課題とプロジェクトは、引き続き予定通り実施できる。 

〇科学研究機関が民間に転換したことにより、職員の退職金や年金の支払いに不利と

ならないような措置が取られる。また転換後 5年間は、企業所得税、技術譲渡収入の

営業税、都市土地使用税などを免除される。 

〇国務院の科学技術部、国家経済貿易委員会は、改革に関する政策の執行状況を監督

する。 

 

（12）科学研究機関の管理体制の改革の深化に関する実施意見 

2000年 4月、国務院は「科学研究機関の管理体制の改革の深化に関する実施意見（关于分

深化科研机构管理体制改革的实施意见」を公表した。 

この意見は、前年 4月に出された「国家経済貿易委員会が管理する 10の国家局所属の科

学研究機関の管理体制の改革に関する意見」によるモデル的な試行改革が、科学技術力の

配置の調整に新たな突破があったと評価している。そのうえで、科学技術と経済の問題は

まだ根本的に解決されておらず、科学研究機構管理体制の分割、分散、重複が存在する、人

員が多すぎ効率が良くない、市場に向かうメカニズムが不完全であるなどの課題が依然と

して存在していると指摘した。 

そして前年 8 月に中国共産党中央と国務院より公表された「イノベーションの強化、ハ

イテクの発展、産業化の実現に関する決定」にしたがって、科学研究機関の管理体制の改革

を深化させることを求めている。具体的には、国家財政の投入は急激な発展分野と高レベ

ルの研究機関に集中させ、他の研究機関は民営化するか大学などの他の機関に併合するこ

ととしている。 

この意見の概要は次の通りである。 

〇すでに企業化した国家電力会社、中国石油化工集団公司、中国石油天然気集団公司、

中国建築工程総公司、中国自動車工業総公司などの所属研究機関も、企業化する。 
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〇建設部、鉄道部、交通部、情報産業部、医薬品監督管理局などの部門に属する技

術開発機関は、自ら企業化するか他企業に合流する。 

〇国土資源部などに属する研究機関は市場向けの能力部分（（全体の半分以上）を企

業化し、公益性サービスを提供する研究機関は企業化する。 

〇財政部、文化部などの部門に属する社会科学（経済、文化、法律などを含む）分

野の研究機関は、再配置によって改革を行う。 

〇中国科学院に所属する研究機関は、そのままとし改革を強化する。 

〇科学研究と教育の結合を強化し、様々な研究機関が大学に入ることを奨励する。 

これらの改革を加速するため、国は様々な支援措置を講ずる。具体的には、 

〇先行的に実施した国家経済貿易委員会が管理する研究機構に対して講じられた、

国有資本査定、税金徴収管理、養老保険などの優遇措置を同様に講じる。 

〇企業化した研究機構は人事制度、分配制度などの面で改革を行い、国家はそれに

対して 1人あたりの事業費を増加して投入する。また優れた研究プロジェクトに対

して支援を強化する。 

〇大学と併合する場合で、1 人あたりの事業費が基準を下回る場合、費用を補填す

る。 

本意見による改革により、市場を志向した研究開発が行えるようになった、所管部門ご

とや地方ごとに異なった機関の重複が排除され効率的な配置が可能になった、開放、流動、

競争、協力のメカ二ズムを確立することができるようになったなどと、高い評価を得た。 

 

（13）国民経済・社会発展第 10次五か年計画科学技術教育発展特別計画 

2001年 5月、国家計画委員会（（現国家発展・改革委員会）と科学技術部は、「国民経済・

社会発展第 10次五か年計画科学技術教育発展特別計画（关国民经济和社会发展第十个五年计

划科技教育发展专项规划」を公表した。計画がカバーする期間は 2001年から 2005年まで

となる。科学技術に関する五か年計画は従来、科学技術に関する中長期計画と国全体の国

民経済・社会発展の五か年計画にしたがって立案されていたが、今回は依拠すべき中長期

計画が無かったため、国全体の五か年計画の科学技術・教育に関する特別計画として立案

された。 

この計画の目標は次のとおりである。 

〇一部の基礎研究と戦略的ハイテク研究で、世界の最前線に接近するか到達する。 

〇研究開発費の対 GDP比を 1.5%以上とする。 

〇研究開発人員を 90万人・年（フルタイム換算）以上とする。 

〇国際的な高いレベルの科学技術インフラを整備する。 

開発にあたっての原則は次のとおりである。 

〇企業が技術開発の主体となり、産業発展の鍵となる技術を重点的に開発し、ハイテ

ク産業の発展を推進する。 
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〇大学と研究所の役割を十分に発揮させ、戦略的なハイテク研究と創造的な基礎研究

を展開し、科学技術の持続的な創造能力を向上させる。 

具体的なハイテク研究として次のものを挙げている。 

〇情報技術 

〇バイオテクノロジー 

〇新しい材料技術 

〇高度な製造技術・自動化技術 

〇エネルギー技術 

〇資源・環境技術 

〇航空宇宙技術 

 

（14）国家産業技術政策 

2001 年に中国の WTO（世界貿易機関）への加盟が実現したことを受け、翌年 6 月、国

務院の国家経済貿易委員会、財務部、科学技術部、国家税務総局は「国家産業技術政策」を

公表して、科学技術の面から民間企業の支援を進めることとした。 

この政策立案の背景として、WTOに加盟したことにより国内経済と国際経済はさらに融

合し、中国の対外開放は新たな段階に入ったとの認識があった。世界において創新（（イノベ

ーション）の経済成長に対する貢献が大きくなり、先進諸国は重要な技術を駆使して国際

的な市場で優位を保とうとしている。一方、中国の企業は WTO に加盟することで大きな

圧力に直面しているが、国際分業に参加することによって産業技術の高度化が加速し、飛

躍的な発展を実現するチャンスでもある。国内のイノベーション能力を高め、海外から先

進技術を導入し、ハイテク産業化を加速し、競争力のある産業の発展に力を入れることが、

国際競争に打ち勝つ重要な手段である。そこで、新たな情勢に対応した産業技術の戦略目

標と重点を明確にし、イノベーション能力と産業技術を向上させ、産業構造を最適化する

ため、国家産業技術政策を策定したものである。 

この政策では、中国の産業分野での技術開発、技術改造、技術導入を分析し、解決すべき

課題を列挙した。具体的には、農業、鉄鋼、電力などの既存の産業の技術水準が低い、ハイ

テク産業の規模が小さく技術基盤が弱い、イノベーション能力が弱く技術導入の消化吸収

能力が足りないという点である。今回の WTO 加入を契機として、ハイテク産業を選択的

に発展させ、国家経済の根幹にかかわる重点技術でのイノベーション能力を高め、知的財

産権を確保するとともに、ハイテク技術を駆使して伝統的な産業の改革を促進し、産業構

造の最適化を目指すとしている。 

ハイテク技術の開発とその産業化を目指す分野は、情報通信、バイオテクノロジー、新材

料、宇宙航空技術、新エネルギー再生エネルギー、海洋開発である。 

本政策での具体的な措置として、イノベーションを促進する市場メカニズムの改善、オ

ープンイノベーションシステムの構築、ベンチャーキャピタルの育成、産学研協力メカニ
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ズムの構築、イノベーションを支援するための財政・税制（・金融政策の強化などを挙げてい

る。 
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